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令和５年度 豊前市財政健全化審査及び 

経営健全化審査意見の提出について 

 

 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第２２条第１項

の規定により審査に付された健全化判断比率（実質赤字比率、連結実質赤字比

率、実質公債費比率、将来負担比率）及び公営企業の資金不足比率について、

その算定の基礎となる事項を記載した書類を審査したので、その結果について

次のとおり意見を提出します。 
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第１．審査の対象 

 

  ・令和５年度 健全化判断比率 

（１）実質赤字比率 （２）連結実質赤字比率 （３）実質公債費比率  

（４）将来負担比率  

・令和５年度 資金不足比率 

 

それぞれの比率の審査の対象となる本市の会計区分を図式化すると以下

のとおりとなる。

会計名

住宅新築資金等貸付事業特別会計

市営駐車場事業特別会計

バス事業特別会計

国民健康保険事業特別会計

後期高齢者医療事業特別会計

本 市 会 計 区 分

一

般

会

計

等

　　　一　般　会　計

一般会計等
に属する
特別会計

公

営

事

業

会

計

一般会計等

以外の

特別会計

公営企業会計
（法適用）

水道事業会計

公共下水道事業会計

東部地区工業用水道事業会計

地方公社・第3セクター 豊前市土地開発公社

一部事務組合
・広域連合

京築広域市町村圏事務組合

吉富町外一市中学校組合

豊前市外二町清掃施設組合

京築地区水道企業団

福岡県介護保険広域連合

福岡県後期高齢者医療広域連合

上毛町外一市一町矢方池土木組合

豊前市外二町財産組合

福岡県自治振興組合

福岡県市町村消防団員等公務災害補償組合

実
質
赤
字
比
率

連

結

実

質

赤

字

比

率
将

来

負

担

比

率

資
金
不
足

比
率

実

質

公

債

費

比

率
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第２．審査の方法  

審査は、健全化判断比率及び資金不足比率並びにその算定の基礎となる事

項を記載した書類が、地方公共団体の財政の健全化に関する法律その他関係

法令に従い適正に作成されているか、計数が正確であるか関係書類等を照合

審査するとともに関係職員から説明を聴取するなど、一般に公正妥当と認め

られる審査手続により実施した。 

  

第３．審査の期間  

令和６年８月１日から令和６年８月９日まで  

（水道事業会計、公共下水道事業会計、東部地区工業用水道事業会計に係

る資金不足比率審査については、令和６年７月１日から令和６年８月９日

まで）  

 

第４．審査の結果及び状況 

  １．審査の結果   

審査に付された、健全化判断比率及び資金不足比率並びにその算定の

基礎となる事項を記載した書類はいずれも関係法令等に従い適正に作成

されており、算定対象となる会計等はすべて網羅され、計数も正確であ

ると認める。 

 ２．健全化判断比率の状況 

本市の令和５年度の健全化判断比率の状況は、次表のとおりである。 

    （単位：％） 

令和 ３ 年度 令和 ４ 年度 令和 ５ 年度 早期健全化 財政再生

健全化判断比率 健全化判断比率 健全化判断比率 基    準 基    準

① 実 質 赤 字 比 率 ― ― ― 13.98 20.00

② 連結実質赤字比率 ― ― ― 18.98 30.00

③ 実 質 公 債 費 比 率 9.1 9.2 8.6 25.0 35.0 

④ 将 来 負 担 比 率 20.6 10.1 ―  350.0   ―

財 政 指 標 名

 

※ 各比率が負の値の場合は、「－」で表示する。 
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実質赤字比率及び連結実質赤字比率については、実質収支額及び連結実質

収支額が赤字ではないため、「－」で表示している。  

実質公債費比率は 8.6％で、早期健全化基準（25％）、財政再生基準（35％）

を下回っている。   

その結果、本市の比率はいずれも国の示す基準を下回っており、健全性を

確保していると認める。 
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（１） 実質赤字比率 

実質赤字比率は当該地方公共団体の一般会計等を対象とした実質赤字額の標

準財政規模に対する比率であり、地方公共団体の一般会計等の赤字の程度を指

標化し、財政運営の悪化の度合いを示す指標である。  

 

一般会計等の実質赤字額

標準財政規模の額
実質赤字比率（％） ＝ × 100

 

（単位：千円、％）

令和５年度 令和４年度

525,982 380,233 145,749

1,782 782 1,000

982 75 907

0 0 0

528,746 381,090 147,656

△ 528,746 △ 381,090 △ 147,656

7,200,310 7,139,534 60,776

算定値 △ 7.34 △ 5.33 △ 2.01

比率 ― ― ―

早期健全化基準

財政再生基準

13.98

20.00

実質収支
増　減

一
般
会
計
等

実質赤字比率
　(A/B)×100

会　計　名

一般会計

住宅新築資金等貸付事業特別会計

市営駐車場事業特別会計

バス事業特別会計

計

実質赤字額　Ａ

標準財政規模　Ｂ

  (注 1) 実質赤字額及び比率は「△（マイナス）」表示が黒字、「正数」表示が赤字である。 

 

令和５年度の実質収支額は 528,746千円の黒字で、実質赤字比率（算定

値） は△7.34％である。この結果、令和５年度の実質赤字比率は早期健

全化基準を下回っており、前年度に比べ 2.01ポイント改善している。 
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（２） 連結実質赤字比率 

連結実質赤字比率は、公営企業会計を含む当該地方公共団体の全会計を対象

とした実質赤字額又は資金の不足額の標準財政規模に対する比率であり、すべ

ての会計の赤字や黒字を合算し、地方公共団体全体としての赤字の程度を指標

化し、財政運営の悪化の度合いを示す指標である。 

連結実質赤字額

（実質赤字額＋資金不足額）－（実質黒字額＋資金剰余額）

標準財政規模の額
連結実質赤字比率（％） ＝ × 100

  

（単位：千円、％）

会計名 令和５年度 令和４年度 増減

① 525,982 380,233 145,749

住宅新築資金等貸付事業特別会計 ② 1,782 782 1,000

市営駐車場事業特別会計 ③ 982 75 907

バス事業特別会計 ④ 0 0 0

国民健康保険事業特別会計 ⑤ △ 128,033 △ 129,659 1,626

後期高齢者医療事業特別会計 ⑥ 18,331 18,493 △ 162

水道事業会計 ⑦ 130,219 150,995 △ 20,776

公共下水道事業会計 ⑧ 390,239 384,185 6,054

東部地区工業用水道事業会計 ⑨ 103,656 101,538 2,118

1,043,158 906,642 136,516

7,200,310 7,139,534 60,776

― ― ―

△ 14.48 △ 12.69 △ 1.79

18.98

30.00

早期健全化基準

財政再生基準

連結実質赤字比率
（A/B)×100

比率

算定値

本市会計区分

一般会計等に属
する特別会計

一

般

会

計

等

合計 A（①～⑨の合計）

標準財政規模　B

公

営

事

業

会

計

一般会計等以外
の特別会計

公営企業会計
（法適用）

一　般　会　計

  (注 1) 一般会計①～後期高齢者医療事業特別会計⑥については「実質収支額」を、水道事業 

  会計⑦～東部地区工業用水道事業会計⑨については「資金不足額・剰余額」を示す。 

(注 2) 連結実質収支が黒字である場合、「連結実質赤字比率」の算定値は負の値で示される。 

  

令和５年度の連結実質収支額は1,043,158千円の黒字であるため、連結実

質赤字比率（算定値）は△14.48％である。この結果、令和５年度の連結実

質赤字比率は早期健全化基準を下回っており、前年度に比べ1.79ポイント改

善している。 
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（３） 実質公債費比率 

実質公債費比率は、一般会計等が負担する地方債の元利償還金及び準元利償

還金の標準財政規模を基本とした額に対する割合で、借入金（地方債）の返済

額及びこれに準じる額の大きさを指標化し、資金繰りの程度を示す指標である。  

地方債の元利償還金(公債費充当特定財源を控除）＋準元利償還金－

元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額

標準財政規模－元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額
実質公債費比率（％） ＝ × 100

 

実質公債費比率の推移は、次表のとおりである。 

（単位：千円、％）

区　　　分 令和５年度 令和４年度 令和３年度 令和２年度

地方債の元利償還金（繰上償還額及び借換
債を財源として償還した額を除く）　①

1,060,811 1,178,949 1,172,588 1,193,462

公債費充当特定財源　② 46,022 57,666 54,066 54,106

準元利償還金　③ 287,559 284,190 329,425 344,770

元利償還金・準元利償還金に係る基準
財政需要額算入額　④

798,166 811,333 872,186 893,737

標準財政規模　⑤ 7,200,310 7,139,534 7,402,147 7,126,818

各年度の実質公債費比率（％）
（①-②+③-④）／（⑤-④）×100

7.87521 9.38877 8.81722 9.47186

本年度の実質公債費比率（％）
　（３か年平均）

前年度の実質公債費比率（％）
　（３か年平均）

増減ポイント

早期健全化基準

財政再生基準

8.6

9.2

△ 0.6

35.0

25.0

 実質公債費比率は、審査の対象年度を含めた３ヶ年平均の数値であり、令和５

年度の実質公債費比率は 8.6％である。この結果、令和５年度の実質公債費比率

は早期健全化基準を下回っており、前年度に比べ 0.6 ポイント改善している。

また、単年度で比較すると、令和５年度は前年度に比べ約 1.5 ポイント改善し

ている。 
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（４） 将来負担比率 

将来負担比率は、地方公社や損失補償を行っている出資法人等に係るものも

含め、当該地方公共団体の一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財

政規模を基本とした額に対する比率であり、地方公共団体の一般会計等の借入

金（地方債）や将来支払っていく可能性のある負担等の現時点での残高を指標

化し、将来財政を圧迫する可能性の度合いを示す指標である。 

将来負担額－(充当可能基金額＋充当可能特定歳入

＋地方債残高等に係る基準財政需要額算入見込額）

標準財政規模－元利償還金・準元利償還金に係る

基準財政需要額算入額

将来負担比率
（％）

＝ × 100

 

（単位：千円、％）

令和４年度 増　減

 地方債の現在高 ① 8,677,124 △ 1,095,800

 債務負担行為に基づく支出予定額 ② 144,505 △ 20

 公営企業債等繰入見込額 ③ 2,103,434 △ 235,939

 組合負担等見込額 ④ 153,416 156,279

 退職手当負担見込額 ⑤ 1,823,507 27,856

 設立法人の負債額等負担見込額 ⑥ 0 0

 連結実質赤字額 ⑦ 0 0

 組合連結実質赤字額負担見込額 ⑧ 0 0

 将来負担額　（①+②+③+④+⑤+⑥+⑦+⑧） Ａ 12,901,986 △ 1,147,624

 充当可能基金 ⑨ 3,715,924 440,941

 充当可能特定歳入 ⑩ 383,935 △ 36,914

 基準財政需要額算入見込額 ⑪ 8,160,365 △ 559,691

 充当可能財源等　（⑨+⑩+⑪） Ｂ 12,260,224 △ 155,664

 Ａ将来負担額－Ｂ充当可能財源等 Ｃ 641,762 △ 991,960

 標準財政規模 Ｄ 7,139,534 60,776

 算入公債費等の額 Ｅ 811,333 △ 13,167

 Ｄ標準財政規模－Ｅ算入公債費等の額 Ｆ 6,328,201 73,943

（比率） ―

（算定値） △ 5.4
　

区　　分

将来負担比率 　Ｃ/Ｆ×１００　（％） 10.1 △ 15.5

令和５年度

7,581,324

144,485

1,867,495

309,695

1,851,363

0

0

0

11,754,362

4,156,865

早期健全化基準 350.0

347,021

6,402,144

7,600,674

12,104,560

△ 350,198

7,200,310

798,166

 令和５年度の将来負担比率（算定値）は△5.4%で早期健全化基準を下回って

おり、前年度に比べ 15.5ポイント改善している。 
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３．資金不足比率の状況  

資金不足比率は、当該地方公共団体の公営企業会計ごとの資金の不足額の事

業の規模に対する比率であり、公営企業の資金不足額を、公営企業の事業規模

である料金収入の規模と比較して指標化し、経営状態の悪化の度合いを示す指

標で、この比率が高くなるほど料金収入で資金不足を解消するのが難しくなる。  

資金不足比率が経営健全化基準（早期健全化基準に相当する基準）以上とな

った場合には、企業ごとに当該資金不足比率を公表した年度の末日までに、「経

営健全化計画」を策定し、経営の健全化を図らなければならないことになる。  

資金の不足額

（流動負債+建設改良費等以外の経費の財源に充てるために起こした地方債の現在高-流動資産－解消可能資金不足額）

事業の規模

（営業収益の額-受託工事収益の額）

資金不足比率
（％） ＝ × 100

 

各会計の資金不足比率の推移は、次表のとおりである。 

（単位：千円、％） 

会　計　名 令和５年度 令和４年度 増　　減

130,219 150,995 △ 20,776

449,446 433,352 16,094

比率 ― ― ―

算定値 △ 28.9 △ 34.8 5.9

390,239 384,185 6,054

243,948 210,262 33,686

比率 ― ― ―

算定値 △ 159.9 △ 182.7 22.8

103,656 101,538 2,118

10,492 10,637 △ 145

比率 ― ― ―

算定値 △ 987.9 △ 954.5 △ 33.4

区　　分

資金不足額・余剰金 A

経営健全化基準 20.0

事業の規模 B

資金不足比率
（A/B)×100

資金不足額・余剰金 A

事業の規模 B

資金不足比率
（A/B)×100

東部地区工業用
水道事業

水道事業

公共下水道事業

資金不足額・余剰金 A

事業の規模 B

資金不足比率
（A/B)×100

 

 

令和５年度の資金不足比率は、各会計とも資金不足額が発生していないので

資金不足比率は算定されず、経営健全化基準を下回っている。  

その結果、本市の比率は、いずれも国の示す基準からみて、健全な範囲を維

持していると認める。 


